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三郷市立彦郷小学校  

ＰＴＡ会長 矢内邦恵  

 

自転車保険とＰＴＡ保険について 

 

 

 埼玉県の自転車条例が改正され、今年の４月１日から、自転車に乗る人は必ず自転車保険に加入することが 

義務づけられたことをご存じですか？この条例は、自転車による交通事故が起きた場合に、被害者を確実に 

救済するため、そして加害者の経済的負担の軽減を図るために制定されたものです。「自転車保険」という  

自転車事故に特化した保険のほか、自動車保険・火災保険・傷害保険等の特約で、自転車事故に対応した損害

賠償が含まれていれば大丈夫です。 

そして皆様にお知らせしたいのが、彦郷小学校ＰＴＡも加入している「埼玉県ＰＴＡ連合会保険制度」の 

オプション保険には、自転車事故に対応できる損害賠償が含まれているということです。このオプション保険

に加入するにあたって、ＰＴＡ会費から児童１人あたり約２２０円（年額）を支払っておりますので、ぜひ  

ご活用ください。（万が一事故が発生した時は、すぐに学校へお知らせください。） 

 ただし、オプション保険の対象は本校に在籍する児童のみです。ご家族は対象外ですのでご注意ください。 

 

＜参考資料① 埼玉県発行「自転車条例改正広報チラシ」＞ 

（おもて）         （うら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜参考資料② 埼玉県ホームページより＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料③ 広報チラシ裏面の一部拡大＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料④『埼玉県ＰＴＡ連合会 保険制度の手引き』（総会資料２３ページにも掲載）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成 24 年 4 月 1 日に施行され自転車利用者の交通

ルールの徹底とマナーの向上を図るとともに、交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を

図るため、自転車利用者に対し、自転車保険の加入に努めることとしました。しかし、近年自転車事故による高額賠償請

求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況にあります。こう

した状況の中で、埼玉県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者等の自転車損害

保険の加入義務化及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。 

 


